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 小泉内閣は、昨年６月２７日労働基準法の一部を改正する法律を成立させ、こ

れが本年１月 1 日から施行されている。 
 この詳細については触れないが、この改正法は、有期労働契約の契約期間の上

限の延長、有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準、解雇権濫用

法理の明文化、裁量労働制の一層の拡大を実現したもので、解雇規制を除き労

働者に対して、大きな苦難を強いたものと評価される。 
 この改正は、もっぱら日本経団連の意向に沿うもので、この推進勢力は、小泉

総理大臣のブレーンで総合規制改革会議議長宮内義彦オリックス会長を中心と

するグループであったと言われる。 
 宮内議長は、「鉛筆型の人事戦略」を唱え、少数のコア社員を細い芯とし、こ

れのみを保護し、その周りの木の部分に成功報酬型の社員を、さらに、その周

りにパートタイマーや派遣労働者を配置し、これらの木の部分を必要に応じて

調整することが、グローバル経済を勝ち抜く今後の経営戦略であることをあか

らさまに述べている。自分が生き抜くためには、大多数の労働者の生活など視

野に入らないのである。 
 今回の労基法の改正は、労働者派遣法の「改正」による派遣業種の一層の拡大

と相俟って、我が国の正規労働者の数を著しく減少させ、これをパートタイマ

ー、派遣労働者等の不安定労働に代替させるものであって、わが国社会の労働

秩序を根底から破壊することになる。 
 厚生労働省は、今回の改正法案の提出にあたって、「今日、我が国の経済社会

においては、少子高齢化が進み労働力人口が減少していく一方、経済の国際化、

情報化等の進展による産業構造や企業活動の変化、労働市場の変化が進んでい

る。このような状況の下で、経済社会の活力を維持、向上させていくためには、

労働者の能力や個性を活かすことができる多様な雇用形態や働き方が選択肢と

して準備され、労働者一人一人が主体的に多様な働き方を選択できる可能性を

拡大すること、働き方に応じた適正な労働条件が確保され、紛争解決にも資す

るよう労働契約など働き方にかかるルールを整備すること、これらの制度の整

備、運用に際しては、労使によるチェック機能が十分に活かされるようにする

ことなどを基本的な視点とする」と説明しているが、この視点は、余りにも労

働者の生活実態を知らない「綺麗事」であり、役人の文章である。 
 私が指摘するまでもなく、わが国の経済社会の活力を維持、向上させていく最

良の手段は、雇用の確保であり、人間らしい生活をするのに必要な賃金の保障

である。 



 厚生労働省のいう「多様な雇用形態や働き方」という概念は空漠としており、

その内容が如何なるものか明確でないが、派遣労働や有期契約による労働、更

には残業代を回避するための裁量労働であると察しはつく。 
 これらの労働形態は、いずれも不安定雇用であって、多様な働き方を実現し、

それが豊かな生活につながる契機となることは経験則上ありえない。 
 私の弁護士としての経験からすると、労働者は少々他と比べて賃金が低いとし

ても、雇用が安定的に確保され、将来の生活の見通しが立つ時にこそ、労働生

活においても主体性を発揮でき精神的にも自由になれるものである。 
 いま、労働者の自己破産の申し立て件数が激増し、それがわが国の平均的な法

律事務所の日常的業務になっている。 
 私もこの種の事件を数多く取り扱うが申し立てをする労働者の所得が低く、そ

のうちの少なくない者が、派遣労働者、有期契約労働者、フリーターであり、

その所得水準が生活保護基準以下である者も存在する。 
 多様な雇用形態や働き方は、私の実感からすると、使用者の身勝手や彼らの生

存権のみを保障するもので、労働者に対し永久に社会底辺に沈殿させる効用し

かないように思われる。 
 私は、西ヨーロッパに見られる如く、「共生き」の思想を前提とした労働ルー

ルの確立こそ、社会発展の源泉であると考えるし、小泉内閣の方向は、社会の

不安定化を招来させることにしかならないと思う。 
 今回の労基法の改正で評価できる点は、唯一解雇権の制限法理が法文上明らか

になったことのみである。 
 この規定は、小泉内閣の原案では、「使用者は、この法律又は他の法律の規定

によりその使用する労働者の解雇に関する権利が制限されている場合を除き、

労働者を解雇することができる。但し、その解雇が、客観的に合理的な理由を

欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものと

して、無効とする。」と解雇が原則自由になっていた。しかし、労働者の反対が

あり、最高裁で確立した解雇権濫用法理の精神に立ち帰り、現行の「解雇は客

観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、そ

の権利を濫用したものとして、無効とする。」（労基法１８条の２）となったの

である。 
 これは、西ヨーロッパ諸国の解雇制限法に比べると極めて簡単な条項ではある

が、それでも法規範として、すべての裁判官の判断を拘束するもので一歩前進

だと評価できる。 
 小泉構造改革は、今やすべての面にわたって失敗しているが、更なる労働「改

革」は、労働者の生活をより一層困難にするもので、働く人々は、思想、信条、

潮流、傾向を超えて、この流れに対抗する必要があろう。 
 わが国に憲法の精神に忠実な「働くルール」が確立されることを切に望むも

のである。それが真の意味での労働改革である。 


